
西パキスタンの農業問題と政治指導者層

一一中央・州議会メンバーの調斉一←

I 前 捉

1. 調査の目的

この小和iは刑者が西パキスタンのパンジャーブ

大学社会科学研究所に 2年間 (1961年3月～1963年

5月〉滞在しているrmにまとめて捉出した調査報

告：－Jr,「西パキスタンの土地改革の請。[IJ市i」(ft1 ）の

r:1:1の第4f立を修正して独立させたものであるo し

たがって当周の股業問題そのものや， 経済開発過

程の巾の）~業といった前提になるべきポ柄の追求

はこの｜捺いっさい省附しであるo これl’こついては

近いうちにまとめる予定であるo ただ，本稿で~1

パキスタンは ）~業を巾心とする産業構造を行しな

がら，依然として食粗不足に悩んでおり， それに

は制度上， 技術上等のさまざまな欠陥があり，そ

の解決ない’こは将来の飛脚！は期待できないという

ことを一応の常識としてあげるに止めたい。

木制査の目的とするきI羽は二つある。一つには

将来ふたたび土地改市が商パキスタンに噂入され

るだろうかということの間接的打診と，今一つは

戒厳令が撤随されてから初の選挙で選1llされた新

しい政治指導者加の社会・経済的側而を追求する

ことにより，当国の1~業問題の所在と， その政策

への限界を位百づけるということであるo

2. 調査の方 法

調査は，質問紙を用いた；吉見調査の形をとった。

まず，丙パキスタン州議会（vV.Pakistan Provincial 

Assembly）には，大臣を除く 149人の議員（Member

of Provincial Assembly，，以後MPAと呼ぶ）がおり，

2 

。ι
平

しげ

成 望川島

「11央議会（PnkistnnNational Assembly）には，大臣

を除く商パキスタンからの議員（同様 MNAと呼ぶ）

W,2）が76t.iいる。それらの MPAおよび MNAを

選挙区別に分獄L,iYiJ者については各地区別にお

%抽出し，後者は同J践に 65%抽出したo抽出過程

における具体的な数字は傍 1表に示すごとくであ

る。抽出された数はMPA53名， M='TA49名，合計

102名であったが，実｜療にインタピューできたのは

95名（93%）であった。

~）~！際の5阿賀段階で‘は， 丙パキスタン企践に放在

している議員合個別にインタビューするのでなく

議会が閃備されるときf乙包括的に調査したoMPA 

の調脊は1962年12月ラホーJレで， MNAのそれは

塑63年の 3月にダッカで行なっt.:.o議員の木錨地，

現住所， および議会開附!Iをの住所は， ラホールの

Assembly Hall，ラーワ Jレピンデイ｝の AyubHall 

の併秘書官の協力によって調達した。質問紙の集

計過程でのパンチングやIBMの使用に閲しては，

パ大社会科学研究所のお世間になったo

3. 調査の限界

木調査は西パキスタンの主要な民業問題をある

限定された視角から接近するという｝つの前みで

ある。したがって多くの問題点ないし限界を有し

ている。もっとも大きな限界は， 農林官僚，特に

出業政策決定に直接， 1m岐に参加する府，つまり

Deputy Director of Agriculture (Distt), Director 

of Agriculture (Division), Joint Secretary (Cen・ 

tral Gov’t）および Secretary(Central Gov't）の
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分析ができなかったニとであり， 次に大統領，知

事，大臣の社会・経済的分析を表面上行なえなか

ったことであるo もっとも後者に関しては， 大統

領の2人の煎のうち， 1人はMPAで他はMNAで

あり，娘ムコもMNAであるし，知事の息子もMN

Aであることから間接的にその一時iを知ることが

できた。大臣は MPA,MNAとまったく同質のj付

を代表しているから問mはない。 しかし前者に闘

しては，上層官僚群の属する府が， MPA,MNA 

のそれと異なっているだけに， 本調査の限界と胃

えるだろう。

（注 1) Some Aspects of Land Reform in W. Pa-

kistan-a case study’of a I ew villages in the 
Former Panjab, 1963, p. 5. 

（注2) 木柄の対象地域が丙パキスタンの岱諜nn闘な

ので，京バキスタ γからの選出議民は省略した。

II MPAおよび M又Aの人的側面

1. 教育，職業その他

まず最初に四つのことを明らかにせねばならな

い。第 1に拙出されたメンバーのすべてが回教徒

であること，第 2tこ大多数（95名中85名〉が地元出

身，つまり回印分離を契機とする避難民でないζ

七 第3に約半数のメンバーが新規議員であるこ

と，そして最後に95.8%つまり95名中91名が出業

のパックグラウンドを持つことである。以ドこれ

らの諸点について若干の説明を加えたい。

第1の点に関しては， 新；ぷ訟の規定によれば大

統領は回数従でなければならないが， その他に関

して宗教的制約はない。到に裂！肱にキリスト教徒

のついている例もある口 MPA,MNA に関しても

回教以外の宗教を準ずる者がいくらいるか正確に

はわからないが， おそらく丙パキスタン111身の議

員に関するかぎり， ほとんど艇に等しい状態だと

推測される。 tr~ 2の点に関しては，大多数は地元

出身であるが， 逆に今回の選挙で避難民の進出し

たことは一応注目に航するo9名の refugeeメン

バーの中， 2名だけが地主出身で他は商業関係と

弁恕士出身であることもおもしろい。

第3の点に閲しては， 半数以上，つまり記名が

新規に選出されたメンバーであり，その中の約60

%を占める 31名は選山部に選挙iまにおける地方レ

ベルの政治活動に参与・している。その大かたはア

ユーブ政権の生みだした基礎的民主主議（Basic

Democracy）の底辺をなす UnionCouncil C従来の

Panchayatにかわるもの）のメンバーであったり，

District Councilゃ MunicipalCommitteeのメ

ンバ」である。一方古参議員 42名の中， 15名は2

回討の当選者であり， ~J;; りの22名は 3 回目である。

他の 5名に凶しては， 正確な回答を得られなかっ

た。今同の選挙で新規i議員が古参議員より多かっ

たことについては二つの理由がある。一つはBasic

Democracy安法制！とする新選挙法であり，他の一

つは戒厳令まで活躍していたベテラン政治家の多

くが立侯補資枯を失っていることである。ただこ

こで注:Ct-tr要する点は， 資格を失ったベテラン政

3 



治家の子部が新規メンバーの巾にかなり混入して

いるという司J~Jfであろう。

第4点について，パートタイムの地主倒的のjffi

IHが特徴的である。前述したように95名下1,91名の

メンバーがi辺地所有者である（かならずしも大地主

ではない。この点は後述）。残りのメンバーの巾3名

は純紳な突業家であり， l人は弁殺・士で‘ある。 91

4需のJ.2!地所有メンバーの巾， 民業を：専業とする者

が38名〈約42%),他は践業臥外の職業が専業とす

ら解される人々であるo その内訳はm2去にあげ

る通りであるが， 15名のメンパーが商業貿易， 14

名が製造業， 24名が自由業（弁護士〕に従事し， 4 

名が政府官僚と軍隊に関係している。 もっともこ

れらのメンパーの巾には第2去の示すごとく， 1 

人で三つの職業を持っている者もいる。

元来当閣における政治指導者は地主階級によっ

て占有されていた。この現象は今同のメンパーに

閉しでも言えることだし， その意味では以前と大

主主はない。が今回は， 従来の地主＝政治家といっ

た線が侍れ， jfJ.業地主の若しい後退と， 商業・貿

易， 製造業にたずさわるクソレープの進出がうかが

われるoただこの現象をただちに， 選挙民が商工

業の発展を熱望した結果であると解釈するのは早

計に失するであろうョこれらのグループの大多数

は， 前述したように兼業地主と昭祢されうる者で

あり， かれらは独立後の滞業資本家からの直接間

接のインパクトにより， また今回の土地改革のイ

ンパクトによって， 地主資本の一部を商業資本な

いし産業資木に転化した過程において， 元来土地

を基盤とする格力をさらに強化した。 したがって

かれらは強権な地主として選出されたので‘あり，

けっして商業・産業資本家として選出されたので、

ないことを銘記すべき・て。ある。

教育水部に関しては， 地主・小作関係において
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第 2君提職業別分頬と教育水禍

職 友一ー一高下矧三石
一一一以f... 1以上一l-• I 

1. （専業〉決 接I31 i 1 I泊
2. （専業〉簡梁・貿易捺｜ 1 I 2 I 3 
3. （専業〕 自由業（弁維士） i o I 1 l 1 
ti. 商業・貿易業兼山菜 s I 5 I 13 

間接・貿易業兼白山柴耕民業｜ o I 1 I 1 
商業・貿易業旅軍隊難民諜 1 6 I 1 I 1 

5. 製造業競農業 sI s I 10 
製造業兼官吏旅£主梁； oI t I 1 
製造業兼自由来球£!t業 1o I 3 I 3 

6. 巨Irll業（弁護士〉兼政栄 1 I rn I 11 
7. 官吏兼操業 I I I I 2 

Jfl 隊兼山業 2 1 1 I 3 
官吏兼自由業滞~業 I O I I I 1 

合号I・ 49 __I ミ6下7

前者が後者－よりもはるかに向い教育水準を保って

いるのは当然のζ とである。大多数のMPA,MN

AがJ品業のパックグラウンドを持ち，少なくとも

小作階級でないことを見れば， かれらの教育水準

も向いと見るのが妥当である。第3去によると，半

数弱のメンバーが大学卒以上であり， その中5名

第3表教育水却i

闘す事｜李道陣芸懇緊［孟
日 M0P訂 .4I 1oi 91τ「2~－，司 0 I 48 

竺土｜三止L::_l~_ i_!~l_~_l__:_i .1 _L竺，
合土 61竺却~EL39J 21 4-1 斗~－
は外国の大学のディグリーを持っているo 52%を

占める残りのメンバーのうちわずか 6名（6.3%)

が文盲ではないが正規の学校を出ていないo:MPA 

とMNAの比較においては，後者・が前者よりも高

い水捕を示しているo 教育に関してさらに次のニ

とがらは興味を引く。つまり職翫と教育との相関

関係についてである。第4表でわれわれは農業を

噂業とするメンバーと兼業とするメンパーとを大

別し， さらに職罰クソレープ別に教育水準との相闘

を際かめた。表によって明らかなように，後者が

圧倒的に向い水準を示しているo 特にこのニと時



第4衰職業グループと教有水準

一一一一 ー一一－． 一天平司J膏！大学卒IA n1 
グ Jレー ・f I以 Fl以上｜口 ll'

一一一一一一一一一一一「一一一｜ーー・・
i. uF,菜・貿易業グループ i 9 I 9 ・ 18 
2. 挺造業グループ 1 5 I H , 14 
3，自由梁グループ 1 1 Iぉ： 24 
4. 官吏・軍隊グループ 1 3 I <> ' 9 
5. （専業〉 農業グル｝プ I :.i1 I 1 ! 38 
合計 49I 46 J 95 

専業政業グループと白山業グJレ｝プとのU'ilにおい

てもっとも顕著である。早急な結論は訓；されない

が，この制凶は~業の：，＿1i:mから米業への流れを把

握する一つの手がかりとなるかもし；／'l.ない。

2. 土地所有，資産状態その他

MPA, MNAの大多数がl出来のli！；拙を持ってい

るとすれば， かれらはどの限度J.:!l業に関係を｛－ιb
どの回に肘するかが｜目見aとなってくる。 mri, 6 

去によると， 94名 11-183名 (l 名は！日特なし〉がJ~村

で生まれている。かれらは幼年WJをJ~村でj品ごし

たoだがかれらが尚校に入学するIJ与則になるとそ

のうちわずか 13名が~村にとどまり， 9名が昂ril

と~村をt主答Lサ．る ~I：活を送り，成りの 69名はすベ

て都司iや町で！±：7百をするようl乙なつている0 各自

がそれぞれの独立した職業についた今日， 88.3%

の者が都市に住宅を持ち， 8'1%(H5名 ~1:,so名〉が自

家用車を持・ら， 2 名を除くすべての~踊メンパー

は子供を都市の学校に通わせているo会メンバー

の72%が流暢な英訴を訴し，残りはウJレドゥ－J/j

と方言しか話せない。 もっとも大かたのメンバ－

(77%）は自分の家肢とはそれぞれの万百（パンジ

＋ーピー，シンディー，パシュトゥー，ムJレターニー，

パローテー等〉で認をしている。一般的にM::--:IA

のほうが MPAよりも都市へのつながりが強いよ

うであるo

それでは次にMPA, MNAの土地所有を制御し

てみよう。 91名の土地所有者のうち5名について．

第5表言語， m生地， i育l也

言 語 ｜山生地｜高校のときの住居地

同叩j再利向！開両町if嗣Yf

_;;;r ~r~ ~ff !l~「r1:f1~－
五五｜予l.2-i~J i~－f~i［~IぶI ;-1·-~ 

第6表 自家用車および都市における住宅の有無，

子供の教育地

つ「京一五干1~m1司王研玄1－＋~五五五了
j住宅｜

二；」三~~Ti「雨間前｜雨向調屑
MPA I 38 I 10 I 40 I 8 I - I :18 t 1 I fi I 3 

MNA I 42 I 5 I 13 ! 3 I 1 I '13 I 1 I 1 I 2 

合計 r--~o ! ;; r~; i ~ l f 1 f 81 _ r ;-1. 7 ! -;-

は｜昼｜答を何られなかった。週！山は，かれらの選出

地肢は山ff,：地｛ffであり， 土地を測定するという習

闘を持ち合わせていないことによる口これらの5

名を除く 86名の土地所有の総計は U)万6660エーカ

ーであるo つまり 1人当たりの土地所有制限は，

2286.7エーカーとなる (f,j~ 7夫〉。これをMNAにつ

いて見ると，総計が 15万1284ヱーカー， l人当た

り平均3361.9エーカーとなり， MPAについては

総計が4万5376エーカー， t人当たり平均土地所

有は 1106.7エーカーとなり，前者は後者の災に 3

1白の所有部伎を有するo ニれらの土地所有メンパ

ーの統制下にある村搭数は合計245村（MNAの127

村， MPAの118.j:切にのぼり，これを l人当たり平

均にすると 3.1村落となるo かれらの統制下にあ

る地計された山家数は 1万8139戸（MNAの1万4586

戸， MPAのお53戸）となり，メンバー l人当たりの

平均従周波家戸数は211戸i(MNAの32,1戸， MPAの

86.7戸〉の多きにのぼる。

それでは次に， 土地所有却紋別分類をみてみよ

う。 ms去は MPA,MNAの土地所有者・の分類

であるo この去において，私：：r,の問題はあるが，
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第7表土地所有規棋，従属村浩および1l家数

｜土地｜平均｜従属村落［312~1従隣家｜平
c1> I (2) J ~I . . I .,-

MPA I 4日仏，106.1[ us I 3］「3,553 日~7
:¥1'.NA 1・151,284, 3,36I.9j 1幻 j3.司川部｜詑4.0

合l~：州五両－·；:isr~ ：i五函可日
〈注） (1), (3）回答者86名。（劫回持者・78名。

(1）～（2）のコラムに！認するメンバーは町民と 11¥ばれ

る凪である（この際在村，不在は!HJわない〉位九（3）～（4)

は中小地主と言え， 400エーカー以上，つまり（5）以

土に腐するメンバーは大地主と呼ぶことができる

かと思う。仮にこの器部に従えば，全体の 12.8%

が宮11.:!胞， 11%が中小地主，残りの 73.2%が大地

主ということになるo したがって多少とも地主と

名のつくメンバーは~に全体の 87.2%に及ぶロさ
らに前にも述べたように 91名の土地所有者の1・115:3

名つまり58.2%は総数の他に職業を持っている。

そこで出業に凶係のない4名のメンバーを加える

と， 21の製造工業， 7の納送会社， 自動車輸出入

会社がかれらの手によって運営されている。さら

に 6名のメンパーは政府関係の技術諮負業（contra・

ctor）を蛍み， 8名はその地の：陥業に従事している。

24名は自由業（全部弁護士〉を営んでいるロ i民業に

おける土地所有規ー模， および兼業の職種を考慮す

ると，－かれらが所得において上流階級に服するこ

とは釦像にかたくない。第 9表はその詳細を示し

ているoこの所得はMPA,MNAに述、出される前

の月額の所得を示している。現在の収入はこれに

10（）（）；レピーを悶加したものであるo この去によっ

て明らかなニとは企メンバーの約40%が月・抱fl5000 

Jレピー〈約38万円〉以上の所得者屈であることであ

る。さらに月鮪2000；レピー〈約15万円〉以上のメン

バーを見ると~に全休の 70% に巡することであ

る。また，すべての MNAが土地所有者であり，

所得水準その他すべての面で MPAより優位に立

っていることも注目する必要があろう。以上のい

くたの指標によってかれらが社会のどの伺を代表

しているか，大まかなJ佳察はできると思う。

〈注3) ここであえて地主と百ったのは品梁を兼業と

ずるメ γパーのすべては後述の第8哉の基準に従え

ば地主の箱崎に凶するからである。

（注 '1) 土地所ヰf却肢を物理的に見た場合富良であ

り，機姥的には訓R~ミであることが多い。

第 8表 土地所有規模別分類 (lji位：エーカー）

円iEf11~：1引州可ll:t:r~
合計is I 11 J_ 6 r 6 1 6 __ i ~1 _l_~I 12ι：＿_I_＿一三｜ .. !. I 4 I ザ

第 9表 月額所得水市の分類 〈単位： Jレピー〉

-・ 1for J (1) _I旦明 主 ｜ 

合計I6 I 2 I s I 6 I 9 ・1 



JfI MPA, MNAの段業l剖凶への見解

いままで述べてきた MPA>MNAの人的側出iを

考慮のうえで， かれらが凶パキ；，...タンの）災業11.11出

をどう考えているかを概観するのが次の訓J1'iであ

る。ただし｜判官iを盤FJIするために，制度上の11.¥1匙i,

水の｜瑚~i, および段業の主体性と教宵．のlllH起の三

つの柱を中心にして論を進めていきたいと思う。

ト制度上の問題

現在の西パキスタンJ.！！！業におけるニl:叫なWYJJUて

の閥阻は， なんといっても地主制と小作制であろ

う司

まず結論から言えば， I自主制の！指止という ll日J叫

に関するかぎり， MPi¥,MNAのパックグラウン

ドから推してJYJらかなようにかれらの手を逝じて

それの出止を期することは不可能であるうという

ことである。これに19J しては次の質，：u~J.Jiが手が

かり止なる。つまり不在地主制（Au時 ntcc)ancllor・ 

dism）の！克．止に鈍成か否かJ.'.Uうたわれわれの質Ji':U

に対レて，はつまりした1単純説示をした 9：~名のメ

ンバーd のうち19名，つまり約20%は不在地主制は

いかなる理由があろうとも j克止すべきであるとい

う；立見であったのに反 L，主主りの 74名のうち， 35

名はある一定の条｛司：を満たすかぎりにおいて， ま

た37名は無条件に不在地主制のtr=統にn1,tlの訟を

表明している。あとの 2 名は， 195~）年の土地改革

によって， 不在地主は央質上1！！【に近くなったから

問岨にならないと主眼したo 不在地主制に強方に

反対した 19名のメンバーの反対創出は，不在地主

は自己の取り前を確保することのみに専念し， J;!! 

業の改普と発展に， 無関心であるというものであ

るoまた，かれらのうち 12i'rは第8去の基準でい

くと 200エーカー（（I）～（4））以下にl出するというこ

とも注目に値する。不在地主制に無条件に封！点し

た35名のメンバーの賛成型出は，土地は先企に制

人の私有物であるから， その側人が己れの私有物

をいかに使川しようと勝手であり， 他がニ｜ニ渉すべ

きことがらではないというものであり， ある一定

の条例：で賛成したメンバーのJl...i!山は， 不在地主が

自己の土地をもっとも効略的に（新しい技術の導入

と管理により）印刷し， ｝~業生産E・の地強に寄与する

かぎりにおいて不在地主制は在紡をlt'l：されるべき

であり，その条例：をi1~dたさない不在地主は防止す

べきであるというものである。到にかれらはわれ

われl’こ対しこうj支11,Uして会た。いったい不｛1:1&主

の定義ゃいかんと。かれらによると，不在地主は

物足11的ifriをもって組定さるべきでなく， 心理的I直i

で判断されなければならない， つまり山菜の発以

に興味を持つかj与たないかによる。逆にU・えば泣

；也があれば， lii1Iiマイル離れた所に住んでいても

J.:il~！t~tになんらマイナスの路緋はないというの

である。またある者は，共体例を示L,1由主が自

己の村から 50マイル離れたIIIJに住み 1j盟｜削に 2～

3！己｜村に行くならば，かれはもはや不在地主とは

呼べないと。かれらは以上のように，一応不在地

主mu と J~業の低生産性との相聞を否定するのであ

るが，一方かれらといえども，不在地主の村におけ

るマネージャー（Mu凶，hiと言う）の繊暴と！l.t断行為

および小作人の怠慢は十分琳知lはしているし， 自

分のl民入をあげるためにも都市にいるより， 村に

いるほうが有利であることぐらいは知っている。

が裂するに前にも見たようにかれらの所仰水準は

叫に向いものであるから， 現在の所得水準と都市

の生活環境を犠牲にして， フラス・アルファーの

所得水部と民村の生活環境に移行するにはかなり

の抵抗を感ずるということであるo 特に支配業地主

において然りである。これでゆjらかなように80%

のメンバーが不在地主制にすら~同しているあり
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さまであるから， 地主（聞の廃止はまず問題になら

ないと見ていいだろう。

地主制と不在地主制に変化を望めないとすれば

小作制はどうであろうか。そこでわれわれは，現在

の小作人に今以上の保越を与えるべきだという窓

見に賛成か否かを問うてみた。これに対し65%を

占めるメンバーは，以下の理由で反対した。すなわ

ち現在小作間は十分な保殺を受けていて， われわ

れ地主は悪徳小作の追放もできない。被害者はむ

しろ地主だと主蝦するのである。さらに，善良な小

作人は地主のほうが離さないし， そういう小作人

は必要以上の優遇を受けているo しかし反面中に

は資伍感のない， 不正直で道徳観念のない小作人

がいる。そういう小作人はすみやかに追放できる

ようすべきである。そして結論として，小作人への

保護が厚いから小作人が怠慢でかつケアレスにな

るのだと強制するo残りの 35%のメンバーは小作

人へのよりいっそうの保組を主張するがかならず

しも具体的な窓見を持っているわけではない。わ

ずかに小作料の引き下げを主税したメンバーが6

名，追放からの保護を主張した者・が 12名いるだけ

である。その他租税の引き下げ，医療施設の完備，

襲務教育を主眼した者も若干いるが， ニれらは地

主・小作関係からはずれるので対象にならない。

以上を前提として部践を客観的に判断すると，

法待上はかれらの多数の者が主張するように，現

在の小作人は十分とまでいかないにしてもかなり

な保護を受ける資栴を有しているo しかしこれは

十分な保護を尖質上受けているということと同詣

で、はない。現に 1959年の主地改革の中でも， 5項

目にのぼる小作人への保設を規定しているo 第1

に地主は小作人が，小作料を支払わないとき， 小

作条件に反した土地利用をしたとき，不十分な理

由で耕作を放棄したとき， 耕作格をまた貸しした
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とき，現物小作立！；においてその土地の環境を無視

して耕作したとき以外は迫放できないこと。第2

に地主は自耕作地拡張をf!P.由として小作人を追い

出してはならないこと。第3に地主は自分の小作

人を現在住んでいる家から， かれが自分の小作人

であるかぎりにおいて追い出すべきでないこと。

第4に追い出される場合はそれに相応した補償を

支払うべきこと。最後に地主は小作人に対し，小

作料以外の取り立て， あるいは無償労働を訴して

はならないことであるo もしこれらのみでも十分

に実施されるなら 小作人の状態は大幅．に改善さ

れるはずで・あるo しかしながら現実は， 法律と履

行の問にははなはだしいギセップがあり， 法律の

履行は完全に地主の一存によっているというのが

現実であるo 例えば小作料の問題にしても， 1959

年の土地改革では新しい規定はなされず現行法

に従うということになった。現行法となるとー名

Daultana Reportといわれる1952年の小作法であ

るo これによるとパンジャープ地方の小作料は，

牧磁の3分の lと規定されている。にもかかわら

ずこれを尖行している地主は， 起案者本人と一部

の進歩的地主のみで， 大半は依然として収穫の半

分が通例となっているo また52年と59年の土地改

革で前述したように小作人は小作料を支－払うかぎ

りにおいて追い立てられることはない。小作料を

支払ったという証拠に地主は小作人に領．攻鉦を躍

す鋭定ができたのもモのためである。 しかし実際

に簡単〈説を渡している地主は数少い。また同様に

小作人の地主への無償労働ふ 地主の小作人に課

す小作料以外の不法な取り立ても， 規定に反しp

依然として村中では慣行として行なわれているo

さらに59年の改革法で，自耕作地（Khud-Kasht）の

拡張を理由に小作人を追い出してはいけないと述

べているが，われわれの行なった調査〈これに凶



しては柄を改める〉によると，土地改革を契機とし

て地主の白耕作地， 果樹幽の拡張と機械化j災業の

導入というー辿の過程において多くの小作人が追

放されている。裂は法科lそのものの問題でなく，t去

を履行することが重要なのであって， それには現

在の状態〈下部行政機構のあり方も含めて〉ではおぼ

つかない。どうしても中立的で， 独立した強力な

監査機関が設立されないかぎり， 小作保護の問問

は解決されそうもない。先にも見たように， 65%

を占めるメンバーが， 現在の小作保護政策に不尚

はおろか， その行き過ぎを指摘しているありさま

であるから， かれらが小作｛果敢．に郁極的役割jを来

たすことは期待で‘きない。

2. 水の問 題

西パキスタン｝良梁にとってもっとも重要な~長

は水である。 しかし水の問胞はどちらかと言えば

技術的側面が強いから， われわれはただ技術以外

の面に関して若干の問題を提起する以外方法はな

い。本論にはいる前にまず， MPA,MNAが西パ

キスタン政業の低位産挫の原因をどう考えている

かを見ることにしよう。われわれの質問に対して

4名の MNAは西パキスタンにおける出業の生産

性は澗足すべき水準にあり， 今後もなんら問題は

ないと答えた。この4名を除くと残りのメンバー

は，すべて当地域の段業の低生産性を是認してい

る。かれらたよって指摘された五つの大会な原因

は，第1にIBi業の非科学性（43名がそう答えている），

第 2 に水の不足と過剰（36名〉，節 3 に~民の怠也

(31名〕，第4に化学肥料の不足と高価（21名），段後

にsalinity& waterlogging (20名〉となっている。

その次に， m~とされる五つの原因は， J~民の文盲

(11名），小規模土地所有（11名）， El業機械化の未発

逮（9名），気候（9名）， J~民金融の不備（ 9 名）とな

っており， その他散発的に述べられたな見として

地質のtll：忠弘 土地の分！政，梨E分七，保守的祉会

環境，非計岡性，政府の怠慢，宗教， 交通機関の

不出i,WI・及事業（extentionwork）の欠如等々があ

るo上記の原悶分析は， われわれが西パキスタン

全般を通じた原因の指摘を控：求したにもかかわら

ず，かれら独自の立場の，つまり古品地主とし

ての窓見であることがよくわかるo その証拠に制

度上の問胞を指摘したメンパーはだれ 1人もいな

く，さらにかれら自身が低生産位の武伍の一端を

になっているという窓識すら見山せない。原因は

すべて自分以外に存在するという発組法はまさに

かれらの似界を示すものである。

さてそれはそれとして，水の不足， iiきとして過

剰の悶阻および salinity& waterlogging (Thur 

& Scmと古う）の問題は，かれらの街摘する 5大原

因の中にはいっているo この両者は互に相関して

いて別個の問題ではない。水の不足については言

うまでもなく， 西パキスタンの年潤降雨量は多い

北部地方で 40～50インチ，少ない所では10インチ

程度にすきrない。 したがって人工溜概に依存せね

ばならず 19位紀中~からその発迷に怒を注いでき

たがまだパン~ャーブ〈五つの河〉の流れに沿うベ

ルト状の地棺・のみで， まだ依然として Barani

area （混苅潅祇地〉が多い。しかもその人工－潅瓶の

発達した地域でさえインド， パキスタン分離に伴

う水の絶対不足は緊急の問題となってきた。 1970

年にはインドとの聞にとりかわしたインダス河川

協定により， 西パキスタンはパンクャープの中の

ニつの河， ラピとサトレ Uの水利権を放探せねば

ならない。そこで政府はインダス，チェナーブの

rild珂とラピ， サトレ~を本！fぷリンク・キャナJレの

建設やダム，パラージの構築に多忙であるD それ

でも水の絶対量は増加ナるわけではないが， l'lに

なると雪溶け水で河川は氾濫し洪水を起こすとい
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う状態が一部改；告されるにすぎない。そこで政府

および地主は， この水の不足を布nうために地下水

の利用に目を向けているU

SemとThurは人工洛・蹴の過程に住まれた現象

であり， Seml-'J:一般に水深と地表とがほとんど接

近している状態であるoThur ~i地去に塩が紛の

ように吹さ出している状態であり， 両者が同時に

現われている場合もあるo 元来百パキスタンの土

損には！t.i分が多く合まれていると詰われる口人工

潅蹴においては常に一定の水は水路に保たれてい

るわけで‘あるが， 周知：のように西パキスタンは傾

斜がほとんどないために， 水聞の低から潅j蹴用の

水が浸透 l,, 地下水に合流するとそれが年々動く

ことなく累帯される。現在の惟定では， 111::聞に

上昇する地下水の水深が lフットとなっているか

ら， 浴紙陛の長い地域の水深は他に較べ地去に近

くなっているo 水深の上界に伴い土壌の担分が地

下水に混入し， その濃度は水深の上野とともにし

だいに向くなってくるo それが毛管現象と蒸発作

別によって地去に押し出され探来日する。水深が10

フイ｝トになれば一応危険とされている。水深が

それ以上にならす．出分が地去に現われるのがThur

であり水深も同時に地表に接近するとSemとThur

の両現象が起きる。また比較的担分のない所で

水深のみが地去に接近し Thurの現象が現われな

いことを Semという。この Semと Thurの容

を除くためには， 上昇する水深を下に抑し下げ｝

それと同時に塩分を合まない水を多品に上から注

入することにより， 凝結した邸を洗い流し下に押

しゃるという循疎操作が必要になる。ところが現

在の水品ではニの事業は不可能である。そこで現

在政府の行なっている事業はp まず地下水に塩分

の含まれない土地に動力井戸（tube-well）を掘り水

をくみ出い その水を塩宮地に送る一方，塩害地

IO 

域にも動力井戸を掘り， もしそこの地下水が水路

(canal）に混入することにより権瓶用水になるなら

ば水路に送り， 万一混合しても不適当なら排水制

に流すことによって， この循環操作を行なってい

る。 Semのみの地域には米と砂部iキピしか適さな

いが， Thurの土地にも問機，米と砂柿キピを植

え， 3年間上記の循環操作を行なえば国普から解

放されると言われている。

さて Directorateof Agriculture, Lahoreで得

たデーターによると， 1961年末までに酉パキスタ

ンに7190の動力井戸が邦lられており，その 76%を

占める 5481の：H：戸は個人資本で

り，五1Gりが政府所有になっている。政府所有の1709

の井戸のうち， 626は水深を下げるためのみに作

られたもので，他は給水用となっている。 Semお

よび Thurに閲する手元のデーターでは，併合以

前のパン：：，キーブ地方において Thurにおかされ

た土地は 1948～49年に 230万 3023エーカーから

1960～61年に 243万6965エーカーとなり，国書村

数は同年次において8936付から 9330村になってい

る。同様にSemにおかされた土地は1948～49年に

3万3863エーカーであったものが， 1960～61年に

10万2088に増加したo この数字は Semと Thur

の暫t闘を示すものであるが， これはその胤に政府

の土地改良事業が着々と行なわれていることを考

慮すると， SemとThurの増加分を政府の改良事

業が相殺できずにいることを示すもので、あるo 単

にパン：：，ャーブ地方のみでなく， 西パキスタン全

域にjぶがった SemとThurによる不可緋地は700

万エーカーにも及ぶとさえ言われているo

前にも言ったように， 水は本質的には技術的問

題であるが，いままで述べてきた水の不足〈時とし

て過剰〉と Semと Thurの問題を前提として者

えた場合， 技術以外の面で改普されねばならない



ことが多い。

まず小作， 自作J~，つまり；足｜祭に耕作する人々

に対しては， 次の縦聞があげられる0 Bf~ 1に企体

の水の叫が不足していることは， かれらとして承

知していると思うが， はたして利用可能な水を裂l

率的に使っているかどうか。すなわち常に水路を

掃除し， 除草し， .wの状態を好条件にれくことに

より， 不必要な浸透と蒸発を！仰ぐよう努力してい

るかどうか。また常にアウトレットを一定の大き

さに保ち， 水が回出にはいった訟を正般に把握し

ているか0 ffi 2にそれほど水が欲しいならば，政

府に払う水利税（山ifina）より少々高くても他から

水を買う用意があるかどうか。というこつの疑問

がある。次に地主，宮山！日に対しては，まずその

怠慢が11められる。土地改革以前の地主は自分の

牧入にt{ti足していたので土地の状態などに興味を

抱かなかった。 もしかれらが水不足に正面から対

処すれば， かれらの財力によって！出血は今日程深

刻にならなかったで、あろう。先に個人私有の動力

井戸の数を示したが， あれでもわかるように，政

府よりも大きい力を示している。ただしその大部

分は土地改革（1959年〉を契機とする増加による

ものと思われ，それらの動力井戸が， 地主の自挑

作地，果樹図を中心に動いている点に問題がある。

したがって地主の中には水の不足を感じない者も

多数いるはずであるが， 蹴；カチ｜：戸を自力で｛乍れな

いか，協同で作るには勇気がない小出， 小作にと

っては水の不足は現実問題である。地主の中には

自分の自耕作地， 果樹園が必要とする以上の給水

能力を持っている者もおり， かれらは自分の小作

地に水を供給しているが， 政府の水利税より向い

ことが多い。まだ地主で自分の小作人のために動

力井戸を作るという動きはまったくない。これは

i農業全般にとって， 政府に機動性がないだけに丞

大なポイントであるo

以後にWAPDA（水力1吉m開発公ii：）と品業省お

よび滋j悦省との協力体制の！問！削であるo 水に｜刻し

ては VvAPDAは他殺を担当し， F和紙特はその管

理を行ない， J品業省は水の使用の教育および研究

する伍にある。ところがこの 3者聞になんら協力

体制がでぎていない。つい最近， DisttおよびDivi・

sion のレベルで“Districtand Divisional Co-

ordination Committee，，が役立され， j2!業省と・准

i悦省の役人が参加して水のi印刷を協議するにいた

ったが， WAPDAは参加せずp 依然として全体的

な協測体制はでぎていない。このことも大きな欠

陥の一つに数えられよう。以上3点が技街以下の

問地点だと者・えられるが， これに対して MPA,

MNAがどの程度寄与できるかは，先にもちょっ

と触れたように， j品業の低生産性の原因に自分の

武任すら感じていない人々だけに， はなはだ疑問

であるロ

3. 農業の主体性＝教育の問題

西パキスタンのi島村でだれしも感ずることは，

股業の非科学性と股民の怠慢とであろう。 MP-A;,

MNAもJ.!!!業の｛星生産性の第l，第3の理由とし

て指摘している。前者は，教育を受けた~村の指

治者階級の怠慢，i島民（主として小作，小島〉の教・肯．

水準，および教育制度そのものによって，また後

者は，土地制度，宗教， 教育制度によって説明で

きると思う。

村には教育を受けた自作！段， 地主がいるoかれ

らは小学校5年中退で村のリーダー格， 高校卒で

村長絡である。これはとりもなおさず大多数が文

盲であるからにほかならない。少しでも教育を受

けた者・は“チヨードリー”と｜序ばれ， J~耕を投げ

出して管理＝支配に走るo したがって呉服の迎緋

は出業労働者，小作人に一任し，自分は常時清潔な

l I 



II民を訟で1，：荒’昨者となる。 さらにill~なことは，学

校で新しいJ;J!業のあり乃＼ あるいは新技術につい

て体系的教育はまったくなされていないのみか，

~業を専門に教える＇＊＇学も高校もない。新しい技

術が羽入されても， したがってこれら監督者決民

はそれを科学的にかつ効率的に使mずることがで

きない。また，それを災際に扱い， 使用するのは

無教育のJ.：！！業労働者や小作であるからなおさらで

ある。あるj品業省のat官や若干のMPA,MNAは

われわれに対してこう反問したロつまり低生産性

と非科学的政耕との凶係は認めるが， 教育との凶

係はないと。かれらは文言・のlli!民が教育を受けた

J~民より高い生産性をあげている例が多数あると

いうのである。 しかしかれらはわれわれが今見た

ように教育を受けた）~民が出業に対してなんら硝

極的に関与していないということ，すなわち現在

の教育が店業の宋切においてなんらプラ只の効果

をなしていない部央を1！日制している。新しい~業

の技術が教育を受けた段民， 地主によって容易に

受け入れられないか， まったく無関心に放置され

争かのいずれかである場合， 事l~教育のj島氏がこれ

ら新技術を制極的に導入するはずがない。 したが

ってこれは教育を受けた出民， 地主の怠伎と，教

育．そのものに賀任があると言わねばならない。そ

れでは現花園パキスタンの民業を担う人々が以上

のごとくであるならば， ~業の飛躍にとっては宵・

年周の役割をWJ~守する以外にない。 しかし円下教

育を受けている背年は教育をm業の発展のためで

なく， J~業からの逃避のため， もっと極端には政

府の役人になるための手段と考えている。

したがってかれらが都市の就職（政府機関）に失

敗すると，学校で段業の知識も， 9!J働の尊厳も教

わっていなし、から， 都市でグレるか， i位村でブラ

ブラ遊んでJ:J;らすかのいずれかをたどるo こうし

I2 

た!j!J-年の態度が， 素朴で文盲のJ.：.！！民に教育は~業

に無益だという考えを抱かせるようになる。また

一方， 山林省等に就職したw年ですら事仕する立

場ではなく文泊する立場に安住する。ある有能な

E. A. D. A.<tl:s）は「わたくしは村の民業技術普及

貝に波大卒は絶対採用しない。なぜならかれらは

村にあって自分の靴にゴミ一つつくのをもいやが

るから！と言っていた。この言誕は教育．と労働と

の皮肉な相闘を示している。一方都市に出るw年

はそれとして， 将来~業に従事せねばならない多

くの背年がいるo かれらに新しいj~業を教える民

業中学も肖校もなく， 訓純センターもない。新し

い出来が背年周と中年同との考え方の対立におい

て災現されると仮定すれば， 目下の左ころ教育は

その場を提供するまでにいたっていない。これは

教育の重大な欠陥と言えよう。

次にl島民〈特lこ小作，農業労働者〉の怠慢につい

てわれわれは次の質問を試みてみた。すなわち一

概にi忠良〈実際の耕作に従事する岩）は1眠気力で与

えられたものに満足し，それ以上に努力をしない。

それが低生産性の原凶の一つだという考え方に対

する；意見を聞いてみた。これに対し半数以上（91

名中49名〉は肯定し，残りの 42名はi時民はよく働

き自分の地位に満足していないと答えた。また前

者は無気力の原因を， 気候，宗教，環境，無知に

求めているo かれらはおそらく自分の小作人につ

いて意見を述べていると考えられるが， 事実小作

人や~業労働者は地主の厳重な監怪の下では非幣

によく働くが， その盤骨状態が解けると怠慢にな

るo したがって後者の意見は厳絡な監察の下にお

いて，という条件を付す必要があるo 実際何が怠

慢の原因かを究明するのは困難だが， やはり何世

代と地主・小作という制度上のワクの中で生き説

けて主た，貧しいz 無知な人間に堆積したメンタ



リティーと僻ーする以タれこない。 また一方において

そうした出民の状態をイスラーム教における－捕命

すなわち“Quismat”であると説くモールヴィー

〈布教者）の役割もそれを助長していると言える。

だがそれより肝要なことは， i民業の発展に中心的

役割を県たすべき教育を受けた自作践， 地主，役

人の怠慢，すなわちJ辺業の主体性の欠如で・あって，

小作人の怠慢は本質的同胞ではないことであるo

〈注 5) E.A.D.A.は ExtraAssistant Director 

of Agricultureの略称で， Deptof Agricultureにお

ける Extcntion¥Vorkを担当している責任者で， 各

Districtに所在している。

E. A. D.A.の下は AgriculturalAssistant，その下が

Field Assistantである。 FieldAssistantはExtention

Workの段下部にあり，各 UnionCouncilの本部に

1名ずついて技術指部に当たっている。

W 要 約

以上でわれわれは，－不十分ながら耳パキスタン

の主要な店主業問題を三つの視点から考察し， それ

に対する MPA,MNAの見解を打診してきた。

そこで最後に上記3点を要約し若干の見通しを立

てたいと思う。

1. 制度上の問題， つまり地主i闘に少くとも，

MPA, MNAの手を通じて今後変革が加えられる

ことは期待できない。不在地主制に閲しても同様

と思われる口また小作立法の改正にもあまり期待

は持てない。したがって土地所有関係， 生産関係

の変革を基q~11 とする土地改革も議会を経るかさF り

において実現の可能性が汚いか， あるいは大幅な

修正が加えられると思われるo ただし，議会を締

ないか， または議会を黙認させるほどの強椛の作

用がある場合は別であるo

2. 水の悶腿に関するかさf仏 政府担．当の水利

事業の促進は可能となるであろう。またかれらは

自己の限られた自耕作地， 果樹園に対する水利投

資を行なうニとによって， 間接的に寄与するであ

ろう。しかし位業水利全体から見たかれらの果た

せる役割の認殺と，過去における怠慢に対する自

己批判を叫盤とした大規棋な寄与は困践と思われ

るo

3. ,;:g震の主体制と教育に閲しては， 過去の，~

業の~史において木来その推進勢力となるべきか

れらの怠慢は，実緋に従事する小作，~業労働者，

小肢の無知と怠慢， および段林官僚の無能を批判

することによって， 完全に忘れ去られている。突

緋を担当する下府政民の無知と怠慢の原因の所在

がかれらによって維持されているメカニズムの中

にあることすら意識されていない。教育問題にし

ても， 学校散の増加と本質的教？？の普及が｜司義に

解釈され， 労働の否定と文配の科学を教える現在

の教育のあり方への反省は生まれていない。

これらは， 今後かれらが政策決定に参罰するう

えの一つの大きな限界となるであろう。
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